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東北大学附属図書館医学分館利用規則

制定 平成 ６年１０月 ４日
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第１０章 補則（第３２条）
第１章 総 則
（趣旨）
第１条 東北大学附属図書館医学分館（以下「分館」という ）の利用については、別に定め。
るものを除き、この規則に定めるところによる。
（利用者の範囲）
第２条 分館を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

( ) 東北大学（医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という ）の教職員1 。
( ) 本学の名誉教授及び非常勤講師等2
( ) 本学の学生（研究生、科目等履修生等を含む。以下「学生」という ）3 。
( ) 分館の利用を申し出た学外者4
（利用登録の手続き）
第３条 分館を利用する者は、利用の際に本学が発行する学生証又は身分証明書等（以下「学
生証等」という ）の交付を受けるものとする。。

２ 学生証等を所持していない者は、分館が発行する図書館利用証又は分館利用証（原則とし
て利用時限り。以下同じ ）の貸与を受けるものとする。。
３ 第１項の規定にかかわらず、医学系研究科・医学部・歯学研究科・歯学部・加齢医学研
究所及び医療技術短期大学部（以下「星陵地区部局」という ）以外の学生が利用する場合。
は、分館が発行する分館利用証の貸与を受けるものとする。
（開館時間）
第４条 分館の開館時間は、９時から２４時までとする。

２ 分館長が必要と認めるときは、開館時間を変更することがある。
３ 利用時間は 別に定める。、
（休館日）
第５条 分館の休館日は、１２月２８日から翌年１月４日までとする。
２ 前項の休館日のほか、分館長が必要と認めるときは、臨時に休館することがある。この場
合において、分館長はその都度その旨を掲示するものとする。
（窓口業務）

第６条 分館の窓口業務は、図書の貸出し、返却、文献複写、参考調査、文献情報サービス等
とする。
２ 次の各号に掲げる日は、窓口業務の休止日とする。
( ) 土曜日、日曜日1
( ) 国民の祝日に関する法律（昭和 年法律第 号）第３条に規程する休日2 23 178
( ) 東北大学学位記（学士）授与式の日の午後3
( ) 配架整備日の日の午前（毎月第一月曜日）4
( ) 計画的年次有給休暇付与に関する協定書に定めた日5
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（ ) その他分館長が必要と認めた日6

第２章 館内閲覧
（閲覧場所）

（ 「 」 。） 、 。第７条 館内における図書館資料 以下 図書 という の閲覧場所は 次のとおりとする
( ) 一般閲覧席1
( ) 研究者閲覧室2
２ 星陵地区部局の教職員及び大学院生で、視聴覚室、特別閲覧室又は研究個室での利用を希

望する者は所定の手続きにより、分館長の許可を得るものとする。
、 、 。３ 分館長が特に認めるときは 利用者は 前２項以外の場所で図書を閲覧することができる

（閲覧の制限）
第７条の２ 次の各号に掲げる場合においては、閲覧を制限することがある。
( ) 図書に独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律（平成 年法律第 号。以1 13 140
下「情報公開法」という ）第 条第 号から第 号まで及び第 号のイに掲げる情報。 5 1 2 4
が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分の場合

( ) 図書の全部又は一部を一定の期間公開しないことを条件に個人又は情報公開法第 条2 5
第 号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における当該期間が経過す2
るまでの間
( ) 図書の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損が生じる恐れが3
ある場合又は図書が現に使用されている場合
（目録及び規則の公示）
第７条の３ 図書を利用者の閲覧に供するため、図書の目録及びこの規則を閲覧室内に常時備

え付けるものとする。
（特殊資料の閲覧）
第８条 貴重書又は視聴覚資料の閲覧を希望する者は、所定の手続きにより、分館長の許可を
得なければならない。

第３章 館外貸出し
（貸出しを受けることのできる者）

第９条 貸出しを受けることのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
( ) 第２条各号に掲げる者1
( ) その他分館長が特に必要と認めて許可した者2
（貸出しをしない図書）
第１０条 次の各号に掲げる図書は、貸出しを行わない。
( ) 貴重書1
( ) 史料2
( ) 索引・抄録及び目録類3
( ) 辞書、辞典、便覧、数表、人名録、地図等の参考図書4
( ) 当該年度の未製本雑誌5
( ) 分館の業務上必要な図書6
( ) その他分館長が貸出しを不適当と認めた図書7
２ 前項の規定にかかわらず、分館長が特に許可した図書については、期間を定めて貸出しを
行うことがある。

（貸出しの冊数、期間等）
第１１条 図書の貸出しの冊数及び期間は、別に定める。
２ 分館長が必要と認めるときは、貸出図書の返納を求めることがある。
３ 分館長が許可するときは、貸出しの冊数、期間等を変更することがある。
４ 貸出しの予約がないときは、貸出期間の更新を許可することがある。
（貸出しの手続き）
第１２条 図書の貸出しを受けようとする者は、所定の方法により、貸出しを申し込まなけれ

ばならない。
（貸出しの予約）
第１３条 他に貸し出されている図書の貸出しを受けようとするときは、予約することができ
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る。

（貸出しを受けた者の責任）
第１４条 貸出しを受けた者は、図書を分館に返納するまで責任を負うものとする。
２ 貸出図書は、他の者に転貸してはならない。
３ 貸出図書の亡失、汚損等の事故があったときは、直ちにその旨を分館職員に届け出て、そ
の指示に従わなければならない。
（貸出図書の返却）
第１５条 貸出しを受けた者は、貸出図書を期間内に必ず返却しなければならない。

２ 貸出しを受ける資格を失った者は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
３ 分館長が必要と認める場合は、貸出期間中であっても図書の返却を求めることがある。
（貸出停止）
第１６条 貸出図書を期間内に返却しない者には、次の各号に掲げる貸出制限を行う。
( ) 貸出図書の返却を延滞している者は、貸出しの冊数が限度内であっても、新たな貸出1
しを受けることができない。

、 。( ) 貸出期間を越えて返納したときは 延滞日数と同一の期間について貸出しを停止する2
２ 前項の規定にかかわらず、分館長が考慮すべき理由があると認めるときは、貸出停止期間
を変更することがある。
（特別長期貸出し）
第１７条 星陵地区部局の分野等の図書の責任者（以下「使用責任者」という ）は、所定の。
手続きにより特別長期貸出しを受けることができる。
２ 特別長期貸出しにより利用することのできる図書は、前項の講座、部門等が購入及び受贈
したものとする。

（特別長期貸出図書の利用の特例）
第１８条 特別長期貸出中の図書について、他の利用者から閲覧又は貸出しの希望がある場合
は、使用責任者は、支障がない限り、これに応じるものとする。

第４章 文献複写
（複写依頼）
第１９条 教育又は研究のため文献所蔵図書の複写を希望するものは、複写を依頼することが

できる。
（依頼手続）
第２０条 文献複写の依頼手続及び料金については、東北大学附属図書館文献複写規程（昭和
年規第 号）の定めるところによる。42 26
（利用者が自ら行う複写）
第２１条 複写機器又は撮影機を持参し、自ら複写又は撮影を希望する者は、分館長の許可
を得なければならない。

（複写を認めない図書）
第２２条 第１９条及び前条の規定にかかわらず、著作権法（昭和４５年法律第４８号）に抵
触する図書の複写・撮影その他分館長が不適当と認めた図書の複写・撮影の申込みには応じ
ない。

第５章 学内相互利用
（他部局所在図書の利用）

第２３条 星陵地区部局以外の学内の他の部局に所在する図書を利用しようとするときは、所
定の手続きにより行うものとする。
（学内文献複写）
第２４条 学内他部局所在図書の複写については、東北大学図書館（室）間における文献複写
サービス実施要項(昭和６３年１２月９日制定）によるものとする。

第６章 図書館間相互利用

（学外図書館の利用）
第２５条 星陵地区部局に所属する者は、学外の機関に所在する図書の閲覧、貸出し、複写等
の利用をしようとするときは、所定の手続きにより分館にこれを依頼することができる。
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２ 前項の利用に要する経費は、依頼者の負担とする。

（国外他機関への複写依頼）
第２６条 星陵地区部局に所属する者は、国外図書館等に所在する図書の複写利用をしようと
するときは、所定の手続きにより分館にこれを依頼することができる。
２ 前項の利用に要する経費は、依頼者の負担とする。

第７章 参考調査
（参考調査の申込み）

第２７条 利用者は、教育又は研究のため文献等に関する参考調査を申し込むことができる。
（参考調査の範囲）
第２８条 参考調査の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
( ) 学術文献の書誌・所在情報に関する調査1
( ) 特定事項に関する調査又は参考文献の紹介2
( ) 本学及び他の大学の図書館並びに研究機関等の施設に関する利用情報の提供3
２ 前項の規定にかかわらず、特に経費又は時間を要し、他の業務に支障を及ぼすおそれのあ

る調査及び分館長が回答することを不適当と認めるものは、参考調査の依頼に応じない。

第８章 文献情報サービス
（文献情報サービスの申込み）
第２９条 情報検索を受けようとする者は、所定の申込書により申し込むものとする。
２ 前項のサービスに要する経費は、申込者の負担とする。

第９章 雑則
（利用の停止）

、 。第３０条 次の各号に掲げる者については 一定の期間 分館の利用を停止することができる、
( ) 分館の利用規則に違反した者1
( ) 分館職員の指示に従わない者2
( ) 他の利用者に対して迷惑を及ぼした者3
（準用）

第３１条 その他この規則に定めのない利用については、東北大学附属図書館本館利用規則
（昭和６２年２月２０日制定）等の定めるところによる。

第１０章 補則
（その他）
第３２条 この規則に定めるもののほか、分館の利用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
１ この規則は、平成６年１０月４日から施行する。
２ 東北大学附属図書館医学分館利用規則（昭和 年 月 日制定）は、廃止する。39 4 1

附 則（平成１３年 １月１５日改正）
この規則は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１５年１０月 ６日改正）
この規則は、平成１５年１０月６日から施行する。

附 則（平成１６年 １月１４日改正）
この規則は、平成１６年１月１４日から施行する。

附 則（平成１７年５月２６日改正）

この規則は、平成１７年５月２６日から施行する。


